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今年度の公認会計士試験合格者の採用活動の開始時期について（お願い） 

 

日本公認会計士協会（以下「協会」という。）では、例年どおり、今年度の公認会計

士試験合格者への採用活動を、合格発表日（今年は11月14日の予定）以後から開始

することで進めていただきますよう、各会員事務所様にお願いする次第です。 

 

ついては、各会員事務所様におかれましては、次ページの【別紙】の内容をご参照、

ご理解の上で採用活動に臨んでいただきますようお願い申し上げます。（なお、このお

願いは今年度新たに公認会計士試験合格者となる者への採用活動に対するものであり

ます。） 

 

また、公認会計士試験受験生の方も、この方針を踏まえて合格後の就職活動等に臨

んでいただきたいと思います。公認会計士試験受験生の方に対しては、協会でも別途

9月10日（水）に東京、同月13日（土）に大阪、及び8月30日（土）に名古屋で、

「公認会計士試験受験者向け就職活動等に関する説明会」を開催いたします。 

詳しくは、８月の中旬までに協会のウェブサイト(http://www.jicpa.or.jp)上にご

案内を掲載をいたしますのでご確認ください。 

 

以 上 

http://www.jicpa.or.jp


【別 紙】 

1.大手監査法人  2. 大手監査法人  3.大手監査法人 

          東京事務所     関西地区事務所   1.及び2.以外の事務所 

                  （京阪神含む）  4.大手監査法人以外の事務所 

8月22～24日論文式試験 

              業界説明会(*1)          法人説明会 

11月14日（金） 合格発表                                   

 協会主催就職説明会(*2)                          採用面接 及び 

内定通知開始     

11月17日（月）                                 

                     法人説明会         法人説明会   

                                     

11月24日（月）                           

             採用面接開始     採用面接開始 

                      内定通知開始 

12月 4日（木）      

内定通知開始 

 

 

上記のスケジュールに沿って採用活動が実施されます。よって、「内定通知開始」前の時期に

特定の方へ事前の内定が出ることはありません。 

注）この案内で大手監査法人とは、有限責任あずさ監査法人、あらた監査法人、新日本有限責任監査法人、

有限責任監査法人トーマツ（ｱｲｳｴｵ順）の4法人をいいます。 

 

１.大手監査法人東京事務所 

法人説明会開始 11月17日(月)(申込受付開始は14日(金)12:00) 

採用面接開始  11月24日(月)9:00（申込受付開始は21日(金)15:00） 

内定通知開始  12月  4日(木)9:00（入社承諾期限は12月6日(土)12:00） 

２.大手監査法人関西地区事務所 

法人説明会開始 11月17日(月)午前（申込受付開始は14日(金)12:00） 

採用面接開始  11月24日(月)9:00（申込受付開始は21日(金)10:00） 

内定通知開始  採用面接開始以降随時 （入社承諾期限は11月28日(金)17:00） 

*1 東京及び関西地区事務所では、論文式試験終了後に、公認会計士業界全体の理解を深めてもらうこ 

とを目的とした業界説明会（関西事務所では合格発表前説明会）を行います。この説明会では、 

エントリーシート等の選考、採用につながる個人情報の収集は行いません。 

*2 試験合格者向けの協会主催の就職説明会は、東京及び大阪で合格発表翌日の11月15日(土)に開催 

いたします。（詳細は、開催の１か月前までに協会ウェブサイト（http://www.jicpa.or.jp）に掲載 

をいたします。） 

３.大手監査法人東京事務所・関西地区事務所以外の事務所 

法人説明会は、論文式試験終了以降随時行う場合がありますが、採用面接は受付を含めて

合格発表以降に行います。法人説明会、内定通知開始等については各地域の協議により決定

します。 

４.大手監査法人以外の事務所 

３.と同じ取扱いでお願いします。 

※なお、このお願いは今年度新たに公認会計士試験合格者となる者への採用活動に対するものであります。 

以 上 

http://www.jicpa.or.jp

